
健康推進・熟年者支援について 

 

１ 調査項目 

  (１) 健康の維持増進に関する事項 

  (２) 生きがいの場充実に関する事項 

  (３) 介護支援の充実に関する事項 

  （４）障害者支援に関する事項 

   

２ 特別委員会の設置及びその定数 

  本調査のため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第

１項に基づく江戸川区議会委員会条例（昭和３１年９月江戸川区条例

第７号）第４条第１項の規定により、本議会に「健康推進・熟年者支

援特別委員会」を設置するものとし、同第４条第２項の規定により、

当該特別委員会の定数を１２人とする。 

 

３ 継続調査 

  本調査は議会閉会中も調査できるものとし、議会が本調査終了を議

決するまで継続して調査を行うものとする。 

 

 (説明) 

  本区の目指す「誰もが健康を心がけ、いきいきと暮らしているまち」

の実現に向けて、生活習慣病やがん予防、食・運動・睡眠などの生活

習慣を改善することは、健康寿命の延伸に有効であり、さらなる健康

づくり施策を推進していく必要がある。 

また、熟年者が生涯にわたって地域で安心していきいきと暮らしてい

くためには、健康を支える社会環境の整備に加え、日々の生活に生き

がいと充実感を実感できる環境整備、介護支援の充実が求められると

ころである。 

  さらに、障害のある方やその家族が慣れ親しんだ地域で自分らしく

生活していくためには、本区が目指す地域共生社会に向けた着実な取

組みが必要である。 

  よって、これらの諸方策を調査研究するため、本案を提出する。 


